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ご一読ください

2024年６月、CIT（法人税）改正案が、一般公募のために、政府の正式 Webサイトで公開
されました。法案は、2024年10月に国会で審議され、2025年５月に承認される予定です。

改正案では、CIT優遇措置に関する現行の規定に対して様々な修正がなされており、他の法規
制とCITの間に不整合があればCITが優先されることが強調されています。
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詳細

(i)優遇措置の適用対象についての改正案

- 優遇措置の対象に、以下の分野を追加します。

○ 自動車の生産および組立

○ 研究開発センター

○ 中小企業への技術サポートの提供、中小企業の育成、中小企業を支援するためのコワーキングスペー
スの開発

- 投資資本が６兆ベトナムドン以上の新規投資プロジェクトは優遇措置の対象から除外されます。

(i) 優遇措置の対象地域に関する改正案

- 工業団地は優遇措置の対象地域から除外されます。これにより、工業団地における新規プロジェクトおよび事
業拡張は、２年間の免税及び４年間の減税の対象ではなくなります。

- 社会的に困難な、または特に困難な地域に位置していない経済区に対する優遇措置の適用が削減されます。

(iii)事業拡張に関する簡易規制

- 適格事業拡張から得られる利益については、既存の投資プロジェクトに適用されている CIT優遇措置を同様に
適用することができます。

- 既存のプロジェクトのCIT優遇措置が期限切れになった場合でも、当該プロジェクトの拡張投資から得られる利
益で、一定の要件を満たすものについては、新規の投資プロジェクトと同様に免税および減税の優遇措置が適
用できます（免税および減税の優遇措置は引き続き適用できますが、その後の優遇税率は適用されない点に
ご留意ください）。
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(iv)  移行措置の拡大

- これまでCIT優遇措置の対象とされていない投資プロジェクトに対して、改正案では CIT優遇措置
が適用される可能性があります。

- この改正案が承認されれば、既存の CIT優遇措置の対象となるプロジェクトのみが新しい規定のも
とで優遇措置を適用できるという現行の規定に、大きな変更がなされます。
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